
持続化給付金事業コールセンター
（8:30～19:00 ※8月以降は17:00まで)
0120-115-570
03-6831-0613 ※IP電話専用回線

給付額 個人事業主 100万円上限
法人 200万円上限持続化給付金助

成
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、
売上が前年同月比50％以上減少

中小企業等支援相談窓口
830-8291（9:00～18:00）

5/12～5/31に、16日以上埼玉県内の事業所を休業し
た場合
給付額 10万円 ※7/17㈮までに申請が必要です。

埼玉県中小企業・
個人事業主
追加支援金

助
成

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業した

助成額 学校の臨時休校等に伴い、労働者に有給の
休暇を取得させる場合
１日 あたり 15,000円を上限に助成

小学校休業等
対応助成金

助
成

新型コロナウィルス感染症による臨時休
校等により、従業員が子どもの世話等で
休む場合

助成額 就業できなかった日
１日あたり7,500円（定額）を支給

小学校休業等
対応支援金

助
成

新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に
より、子どもの世話を行うため契約した仕事が
できなくなった場合
（委託を受け個人で仕事をする方）

給
付
制
度

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策
8月13日時点

厚生労働省コールセンター
0120-60-3999（9:00～21:00）

産業展開推進課
TEL 829-1349
FAX 829-1944

1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場
合も一律10万円

さいたま市小規模企業
者・個人事業主給付金

助
成

新型コロナウイルス感染症により売上げ
が減少している市内小規模企業者・個人
事業主
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家賃支援給付金コールセンター
TEL 0120-653-930
(8:30～19：00)

月額100万円を上限に、支払家賃(月額)の2/3(一定額
以上では1/3)の6ヶ月分 ※ 個人事業主は50万円が
上限です。

家賃支援給付金助
成

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
5~12月において、①いずれか1か月の売
上高が前年同月比で50%以上減少、又は
②連続する3ケ月の売上高が前年同期比で
30%以上減少した方

埼玉県中小企業等支援相談窓口
TEL 0570-000-678
(9：00～18：00)

(1)賃借人(県内テナント事業者)に対する支援
20万円を上限に、支払家賃の15分の1の6ヶ月分
※複数店舗を借りている場合は30万円が上限です。

(2)賃貸人(オーナー)に対する支援
20万円を上限に、令和2年4~6月で、賃貸人が店舗の家
賃を20%以上減免した月について、減免額の5分の1

埼玉県中小企業・
個人事業主等
家賃支援金

助
成

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
売上が一定程度減少した県内テナント事
業者(中小企業・個人事業主等）

経済政策課
TEL 829-1362
FAX 829-1944

国が実施する生産性革命推進事業の
(1)獲得支援【ものづくり補助金獲得支援補助金】
(2)補助費用の上乗せ【生産性革命推進事業効果促進
補助金】

生産性革命支援事業助
成

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り
越えるために前向きな投資をする事業者

医療用物資等の開発・
製造補助金

助
成

国が認めた医療用物資の代替品の開発等
を行った場合

ガウンやフェイスシールドなどの医療用物資代替品を
開発・製造する市内の事業者を対象に、経費の一部を
補助

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
売上が減少した県内の店舗の家賃を減免
した不動産の賃貸人(オーナー等)



売上高が15％以上減少（5％以上でも対象となる場合
あり）した中小企業を対象とした、無利子・無保証料
で4,000万円を限度額とする融資

新型コロナウイルス
感染症対応資金

融
資

新型コロナウイルスによる影響（見込み可）を受けた
事業者を対象にした利率年0.8％、3,000万円を上限
とする融資

さいたま市
緊急特別資金
融資制度

融
資

【融資の申込み】
各金融機関

【認定の受付】
さいたま市産業創造財団
TEL 851-6391
FAX 851-6392
※原則として、融資申込み先の金融機
関が代理申請を行います。

【制度の問合せ】
埼玉県 金融課
830-3801

融資を受けたい

さいたま市産業創造財団
TEL 851-6391
FAX 851-6392

一般保証とは別の保証枠を確保する資金繰り支援
売上高の15％以上減少が条件危機関連保証融

資

融
資
制
度

一般保証とは別の保証枠を確保する資金繰り支援
4号は売上高が20％以上減少、5号は売上高が5％以
上減少が条件

セーフティネット保証
４・５号

融
資
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給
付
制
度

観光国際課
TEL 829-1365
FAX 829-1944

1施設当たり20万円テレワーク推進協力金助
成

テレワークプランを提供する市内宿泊施
設

商業振興課
TEL 829-1364
FAX 829-1944

飲食デリバリー代行業者利用支援事業
対象経費の2分の1以内の額で、上限は10万円
テイクアウト・デリバリー新規参入補助事業
対象経費の4分の3以内の額で、上限は5万円

飲食デリバリー代行業
者利用支援事業／テイ
クアウト・デリバリー
新規参入補助事業

助
成

飲食店等で、デリバリー代行業者を利用
している（登録申請済である）、または
新たにテイクアウト、デリバリーを行う

労働政策課
TEL 829-1370
FAX 829-1944

雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依
頼したことにより要する経費を対象に、
5万円を上限に補助

さいたま市雇用調整
助成金申請費用補助金

助
成

小規模事業者で、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けた雇用調整助成金の申
請事務を社会保険労務士に依頼した

埼玉労働局雇用環境・均等室
TEL 048-600-6210

労働者1人あたり取得した休暇日数が
計5日～9日 20万円
計10日以上 35万円 ※1企業あたり5人分まで支給

両立支援等助成金
(介護離職防止支援コ
ース)「新型コロナウイ
ルス感染症対応特例」

助
成

介護のための有給の休暇制度を設け、当
該制度を労働者に周知し、当該休暇を合
計5日以上取得させた中小企業事業主

埼玉労働局雇用環境・均等室
TEL 048-600-6210

5月7日～令和3年1月31日に、対象労働者1人あたり
取得した休暇日数が
計5日～19日 25万円(以降20日ごとに15万円加算)
※100万円が上限で、1事業所あたり20人分まで支給

母性健康管理措置に
よる休暇支援助成金

助
成

休暇が必要とされた妊娠中の女性労働者
が取得できる有給の休暇制度を設け、当
該制度を労働者に周知し、当該休暇を合
計5日以上取得させた事業主

休業手当等への一部助成雇用調整助成金助
成従業員に休んでもらう場合

厚生労働省コールセンター
0120-60-3999（9:00～21:00）
ハローワーク浦和 832-2461
ハローワーク大宮 667-8609



新型コロナウイルス感染症の影響により、
市税・国民健康保険税を納付することが
できない

法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価や納税の
猶予が認められます。※申請が必要です

猶
予

北部市税事務所 納税課
市外在住の個人事業主は南部市税事務所
納税課

支
払
い
猶
予

新型コロナウイルス感染症の影響により、
社会保険料を納付することができない

法令の要件を満たすことで、換価や納税の猶予が認められます。
※申請が必要です

猶
予 年金事務所や健康保険の保険者
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新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少などがあり支払いが困難な場合
は、支払いの猶予が認められます。下水道事業受益者負担金が支払えない方

北部建設事務所下水道管理課
TEL 646-3248 FAX 646-3267 
南部建設事務所下水道管理課
TEL 840-6248 FAX 840-6269 

猶
予

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止や延期、規模縮小がされたとして指定
された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代を払い戻さない方が税優遇を
受けられる制度があります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため文化芸術・スポーツイベントを中止
等した事業者

市民税課
TEL 829-1913 FAX 829-1986

そ
の
他

融
資
制
度

融資を受けたい
中小企業融資相談窓口
0570-783-183

出資等を通じた資本増強策を強化することで、スター
トアップの事業成長下支えや事業の「再生」により廃
業を防ぐための融資

中小企業向け資本性
資金供給・資本増強
支援事業

融
資

中小事業者等が所有する事業用家屋と償却資産の令和３年度固定資産税・都市計画税を
軽減します。

令和２年２月～１０月の連続する３か月
の事業収入が、前年同期比で３０％以上
減少している中小事業者等

固定資産税課
TEL 829-1576 FAX 829-1986

軽
減

日本政策金融公庫
0120-154-505

売上高が5％以上減の事業者を対象とした実質無利
子・無担保融資

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

融
資

追加


